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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　腹腔鏡下ツールシステムであって、前記システムは、
　水平平面内に周縁および中心開口部を有するフレームであって、前記フレームは、経表
皮的切開の上にあるように構成されている、フレームと、
　第１の場所において前記フレームの外部に旋回可能に取り付けられている第１のツール
であって、前記第１のツールの中央部分は、前記フレームの前記中心開口部を通過してい
る、第１のツールと、
　第２の場所において前記フレームの外部に旋回可能に取り付けられている第２のツール
であって、前記第２のツールの中央部分は、前記フレームの前記中心開口部を通過してい
る、第２のツールと
　を備え、
　前記ツールは、前記フレームに対して少なくとも２つの鉛直平面内で旋回し、前記ツー
ルの中央部分は、前記ツールが前記少なくとも２つの鉛直平面内で旋回させられる場合、
干渉を回避するように位置付けられている、システム。
【請求項２】
　前記フレームは、円形リングを備えている、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　各ツールは、近位区分および遠位区分を有し、前記近位区分および前記遠位区分は、前
記フレームの周縁の外側を通過する共通軸に沿っている、請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
　前記遠位区分および前記近位区分は、アクチュエータおよびエフェクタの延長および後
退に対応するために伸縮するように構成されている、請求項３に記載のシステム。
【請求項５】
　各ツールの前記中央部分は、半円形であり、前記近位区分および前記遠位区分の共通軸
から半径方向内向きに延びている、請求項３に記載のシステム。
【請求項６】
　少なくとも１つのツールは、その遠位端におけるエフェクタと、その近位端におけるア
クチュエータと、それを通り抜けているコアとを備え、前記コアは、前記アクチュエータ
を前記エフェクタに機械的に結合している、請求項１に記載のシステム。
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【請求項７】
　前記コアは、前記アクチュエータが前記中央部分に対して延長および後退させられるこ
とにより前記エフェクタを延長および後退させ得るように、前記少なくとも１つのツール
内を平行移動可能である、請求項６に記載のシステム。
【請求項８】
　腹腔鏡下ツールシステムであって、前記システムは、
　経表皮的切開シールであって、前記経表皮的切開シールは、切開の内部側にあるように
構成されている一端と、前記切開の外部側にあるように構成されている第２の端部と、前
記切開を保護するために前記端部間に延びているシースとを有している、経表皮的切開シ
ールと、
　中心開口部と、下側表面と、外部周縁とを有するリングであって、前記下側表面は、前
記経表皮的切開シールの前記第２の端部に取り外し可能に取り付くように構成されている
、リングと、
　前記リングを通る第１の水平軸の周りに旋回するように取り付けられている第１の揺動
取り付けブロックと、
　前記第１の揺動取り付けブロックを通る第２の水平軸の周りに旋回するように取り付け
られている第１の鉛直支持アームと、
　前記リングを通る第３の水平軸の周りに旋回するように取り付けられている第２の揺動
取り付けブロックと、
　前記第２の揺動取り付けブロックを通る第４の水平軸の周りに旋回するように取り付け
られている第２の鉛直支持アームと、
　前記第１の鉛直支持アームに取り外し可能に取り付けられている第１のツールであって
、前記第１のツールは、遠位区分および近位区分を有し、前記遠位区分および近位区分は
、前記第１の水平軸と前記第２の水平軸との交差点を通過する軸に沿って整列させられて
いる、第１のツールと、
　前記第２の鉛直支持アームに取り外し可能に取り付けられている第２のツールであって
、前記第２のツールは、遠位区分および近位区分を有し、前記遠位区分および近位区分は
、前記第３の水平軸と前記第４の水平軸との交差点を通過する軸に沿って整列させられて
いる、第２のツールと
　を備えている、システム。
【請求項９】
　前記第１の揺動取り付けブロックおよび前記第２の揺動取り付けブロックは、前記リン
グの外部周縁に接続されている、請求項８に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記第１の水平軸および前記第３の水平軸は、軸方向に整列させられ、前記第１の揺動
取り付けブロックおよび前記第２の揺動取り付けブロックは、前記リングの両側にある、
請求項９に記載のシステム。
【請求項１１】
　第１の鉛直支持アームおよび第２の鉛直支持アームは、それぞれ、前記第１の揺動取り
付けブロックおよび前記第２の揺動取り付けブロックに取り付けられており、前記第２の
水平軸と前記第４の水平軸とは、平行であるが、互いから水平に間隔を置かれている、請
求項１０に記載のシステム。
【請求項１２】
　各ツールは、前記リングの中心開口部を通過する半円形中央部分を有し、前記中央区分
は、前記ツールが全４つの水平軸の周りに独立して旋回させられる場合、干渉を回避する
ように位置付けられている、請求項１１に記載のシステム。
【請求項１３】
　少なくとも１つのツールは、その遠位端におけるエフェクタと、その近位端におけるア
クチュエータと、それを通り抜けているコアとを備え、前記コアは、前記アクチュエータ
を前記エフェクタに機械的に結合している、請求項８に記載のシステム。
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【請求項１４】
　前記コアは、前記アクチュエータが前記中央部分に対して延長および後退させられるこ
とにより前記エフェクタを延長および後退させ得るように、前記シール少なくとも１つの
ツール内で平行移動可能である、請求項１３に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記遠位区分および前記近位区分は、前記アクチュエータおよび前記エフェクタの延長
および後退に対応するために伸縮するように構成されている、請求項１４に記載のシステ
ム。
【請求項１６】
　単一ポートを通して腹腔鏡下外科手術を行うためのシステムであって、前記システムは
、
　前記単一ポートを画定するように患者の腹部内の切開の上に中心開口部を有する固定フ
レームと、
　前記フレームの外側周縁上の第１の場所において第１の旋回取り付け要素に取り付けら
れる第１のツールと、
　前記フレームの外側周縁上の第２の場所において第２の旋回取り付け要素に取り付けら
れる第２のツールと
　を備え、
　各ツールは、前記旋回取り付け要素を通過する軸上にある遠位区分および近位区分と、
中央部分とを有し、前記中央部分は、外科手術中、前記ツールがユーザによって操作され
ている場合、前記フレームの中心開口部内に位置付けられたままであるが、干渉を回避す
る、システム。
【請求項１７】
　前記第１の旋回取り付け要素または前記第２の旋回取り付け要素に取り付けられる第３
のツールをさらに備え、前記第３のツールは、前記第１のツールまたは前記第２のツール
のそれぞれに取って代わり、前記第３のツールは、前記旋回取り付け要素を通過する軸上
にある遠位区分および近位区分と、中央部分とを有し、前記中央部分は、外科手術中、前
記ツールがユーザによって操作されている場合、前記フレームの中心開口部内に位置付け
られたままである、請求項１６に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記ツールの近位端の移動は、前記遠位区分を外科手術野内の所望の場所に旋回可能に
位置付けさせる、請求項１６に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記ツールの近位端は、前記遠位区分を軸方向に延長および後退させるように軸方向に
延長可能および後退可能である、請求項１８に記載のシステム。
 
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　方法の具体的実施形態では、第１および第２のツールのうちの１つが、旋回取り付け要
素から取り外され、第３のツールが、それぞれの旋回取り付け要素に取り付けられ、第３
のツールは、ツールが、外科手術の間、ユーザによって操作される場合、フレームの中心
開口部内に位置付けられたままである、旋回取り付け要素を通過する軸上にある遠位およ
び近位区分と、中央部分とを有する。ツールの近位端は、典型的には、遠位区分を外科手
術野内の所望の場所に旋回可能に位置付けるように操作され、ツールの近位端は、軸方向
に延長および後退させられ、遠位区分を軸方向に延長および後退させ、典型的には、エン
ドエフェクタを外科手術野内の所望の場所に位置付け得る。
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　本発明は、例えば、以下を提供する。
（項目１）
　腹腔鏡下ツールシステムであって、
　水平平面内に周縁および中心開口部を有するフレームであって、前記フレームは、経表
皮的切開の上にあるように構成されている、フレームと、
　第１の場所において前記フレームの外部に旋回可能に取り付けられている第１のツール
であって、前記第１のツールの中央部分は、前記フレームの前記中心開口部を通過してい
る、第１のツールと、
　第２の場所において前記フレームの外部に旋回可能に取り付けられている第２のツール
であって、前記第２のツールの中央部分は、前記フレームの前記中心開口部を通過してい
る、第２のツールと
　を備え、
　前記ツールは、前記フレームに対して少なくとも２つの鉛直平面内で旋回し、前記ツー
ルの中央部分は、前記ツールが前記少なくとも２つの鉛直平面内で旋回させられる場合、
干渉を回避するように位置付けられている、システム。
（項目２）
　前記フレームは、円形リングを備えている、項目１に記載のシステム。
（項目３）
　各ツールは、近位および遠位区分を有し、前記近位および遠位区分は、前記フレームの
周縁の外側を通過する共通軸に沿っている、項目１に記載のシステム。
（項目４）
　前記遠位および近位区分は、伸縮し、アクチュエータおよびエフェクタの延長および後
退に対応するように構成されている、項目３に記載のシステム。
（項目５）
　各ツールの前記中央部分は、半円形であり、前記近位および遠位区分の共通軸から半径
方向内向きに延びている、項目３に記載のシステム。
（項目６）
　少なくとも１つのツールは、その遠位端におけるエフェクタと、その近位端におけるア
クチュエータと、それを通り抜けているコアとを備え、前記コアは、前記アクチュエータ
を前記エフェクタに機械的に結合している、項目１に記載のシステム。
（項目７）
　前記コアは、前記アクチュエータが前記中央部分に対して延長および後退させられるこ
とにより前記エフェクタを延長および後退させ得るように、前記少なくとも１つのツール
内を平行移動可能である、項目６に記載のシステム。
（項目８）
　腹腔鏡下ツールシステムであって、前記システムは、
　経表皮的切開シールであって、前記経表皮的切開シールは、切開の内部側にあるように
構成されている一端と、前記切開の外部側にあるように構成されている第２の端部と、前
記切開を保護するために前記端部間に延びているシースとを有している、経表皮的切開シ
ールと、
　中心開口部と、下側表面と、外部周縁とを有するリングであって、前記下側表面は、前
記経表皮的切開シールの前記第２の端部に取り外し可能に取り付くように構成されている
、リングと、
　前記リングを通る第１の水平軸の周りに旋回するように取り付けられている第１の揺動
取り付けブロックと、
　前記第１の揺動取り付けブロックを通る第２の水平軸の周りに旋回するように取り付け
られている第１の鉛直支持アームと、
　前記リングを通る第３の水平軸の周りに旋回するように取り付けられている第２の揺動
取り付けブロックと、
　前記第２の揺動取り付けブロックを通る第４の水平軸の周りに旋回するように取り付け
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られている第２の鉛直支持アームと、
　前記第１の鉛直支持アームに取り外し可能に取り付けられている第１のツールであって
、前記第１のツールは、遠位および近位区分を有し、前記遠位および近位区分は、前記第
１の水平軸と前記第２の水平軸との交差点を通過する軸に沿って整列させられている、第
１のツールと、
　前記第２の鉛直支持アームに取り外し可能に取り付けられている第２のツールであって
、前記第２のツールは、遠位および近位区分を有し、前記遠位および近位区分は、前記第
３の水平軸と前記第４の水平軸との交差点を通過する軸に沿って整列させられている、第
２のツールと
　を備えている、システム。
（項目９）
　前記第１および第２の揺動取り付けブロックは、前記リングの外部周縁に接続されてい
る、項目８に記載のシステム。
（項目１０）
　前記第１および第３の水平軸は、軸方向に整列させられ、前記第１および第２の揺動取
り付けブロックは、前記リングの両側にある、項目９に記載のシステム。
（項目１１）
　第１および第２の鉛直支持アームは、それぞれ、前記第１および第２の揺動取り付けブ
ロックに取り付けられており、前記第２の水平軸と前記第４の水平軸とは、平行であるが
、互いから水平に間隔を置かれている、項目１０に記載のシステム。
（項目１２）
　各ツールは、前記リングの中心開口部を通過する半円形中央部分を有し、前記中央区分
は、前記ツールが、全４つの水平軸の周りに独立して旋回させられる場合、干渉を回避す
るように位置付けられている、項目１１に記載のシステム。
（項目１３）
　少なくとも１つのツールは、その遠位端におけるエフェクタと、その近位端におけるア
クチュエータと、それを通り抜けているコアとを備え、前記コアは、前記アクチュエータ
を前記エフェクタに機械的に結合している、項目８に記載のシステム。
（項目１４）
　前記コアは、前記アクチュエータが前記中央部分に対して延長および後退させられるこ
とにより前記エフェクタを延長および後退させ得るように、前記シール少なくとも１つの
ツール内で平行移動可能である、項目１３に記載のシステム。
（項目１５）
　前記遠位および近位区分は、前記アクチュエータおよびエフェクタの延長および後退に
対応するために伸縮するように構成されている、項目１４に記載のシステム。
（項目１６）
　単一ポートを通して腹腔鏡下外科手術を行う方法であって、前記方法は、
　中心開口部を有するフレームを患者の腹部内の切開の上に固定し、前記単一ポートを画
定することと、
　前記フレームの外側周縁上の第１の場所において第１のツールを第１の旋回取り付け要
素に取り付けることと、
　前記フレームの外側周縁上の第２の場所において第２のツールを第２の旋回取り付け要
素に取り付けることと、
　を含み、
　各ツールは、前記旋回取り付け要素を通過する軸上にある遠位および近位区分と、中央
部分とを有し、前記中央部分は、外科手術中、前記ツールがユーザによって操作されてい
る場合、前記フレームの中心開口部内に位置付けられたままであるが、干渉を回避する、
方法。
（項目１７）
　前記第１および第２のツールのうちの１つを取り外し、第３のツールをそれぞれの旋回
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取り付け要素に取り付けることをさらに含み、前記第３のツールは、前記旋回取り付け要
素を通過する軸上にある遠位および近位区分と、中央部分とを有し、前記中央部分は、外
科手術中、前記ツールがユーザによって操作されている場合、前記フレームの中心開口部
内に位置付けられたままである、項目１６に記載の方法。
（項目１８）
　前記ツールの近位端を操作し、前記遠位区分を外科手術野内の所望の場所に旋回可能に
位置付けることをさらに含む、項目１６に記載の方法。
（項目１９）
　前記ツールの近位端を軸方向に延長および後退させ、前記遠位区分を軸方向に延長およ
び後退させることをさらに含む、項目１８に記載の方法。
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